
　
昨
年
か
ら
、
特
に
高
齢
者
を
狙
っ
た
振
り

込
め
詐
欺
が
多
く
発
生
し
、
市
内
で
も
被
害

が
出
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
「
甲
賀
市
詐
欺
犯
罪
警
戒
情
報
」

を
発
令
し
て
注
意
喚
起
を
行
っ
て
お
り
、
市

内
事
業
所
で
も
「
振
り
込
め
詐
欺
防
止
啓
発

ハ
ガ
キ
」
を
発
送
し
た
り
、
防
犯
ラ
ッ
ピ
ン

グ
バ
ス
を
運
行
す
る
な
ど
、
多
方
面
で
防
犯

啓
発
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
従
来
か
ら
あ
る「
オ
レ
オ
レ
詐
欺
」に
加
え
、

次
々
に
新
手
の
詐
欺
が
出
て
き
て
お
り
、
少

し
で
も
不
審
に
思
う
こ
と
が
あ
れ
ば
一
人
で

判
断
せ
ず
、
必
ず
誰
か
に
相
談
す
る
か
、
警

察
に
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。

全国統一防火標語
「もういいかい
� 火を消すまでは　まあだだよ」
　秋から冬にかけては、空気の乾燥や暖房器具の使用
により火災が発生しやすい時季を迎えます。ご家庭で
の火災予防に十分注意してください。

□住宅用火災警報器は正しい場所に
　　住宅用火災警報器は、全ての寝室と、上階に寝室

がある場合には階段室にも必ず設置してください。
□消火器や防炎品で火災の備えを
　　いざという時に初期消火できるよう消火器を設置

し、カーテンや寝具などを防炎品にして、火が燃え
広がりにくい環境を作りましょう。

□消火器などの訪問販売に注意を　
　　「消防署から来ました」「消防署から許

可を受けている」などと偽り、消火器な
どの訪問販売や点検をうたった高額請
求の被害が後を絶ちません。怪しいと
思ったら契約書には絶対にサインせず、
はっきり断りましょう。

問い合わせ

生
活
環
境
課　
生
活
交
通
係

☎
６
５‐０
６
８
６
／

６
３‐４
５
８
２

問
い
合
わ
せ

甲賀広域行政組合消防本部予防課
☎６３‐７９３２／ ６３‐7940
ホームページ　http://www.koka-koiki.jp
防火についてはお近くの消防署へ相談を

11月9日～15日
平成26年秋の火災予防運動を実施

●募集人数／２人
●応募資格／甲賀市上水道または簡易水道の使用者であって、市内に居

住又は勤務されている満20歳以上の方。（平成26年11月30日現在）
●委員の職務／水道事業の経営や将来計画、健全運営等に関することを

調査・審議していただきます。
●任期／平成26年11月30日から平成28年11月29日までの2年間
●応募方法／応募書（様式あり）を上水道課へお持ちいただくか、郵送、

FAX、またはEメールで提出してください。
●応募締め切り／11月18日（火）
※募集に関する要項および応募書は上

水道課に備えています。また、市ホー
ムページにも掲載しています。

高
齢
者
を
狙
っ
た
振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
を

水道事業審議会委員を募集
国
民
健
康
保
険
制
度
の
適
正
な
ご
利
用
を

～
11
月
は
国
民
健
康
保
険
制
度�

�

適
用
適
正
月
間
で
す
～

■
国
民
健
康
保
険
の
届
出
を
お
忘
れ
な
く

　
国
民
健
康
保
険
は
、
74
歳
ま
で
の
方
で
社
会
保
険

（
健
康
保
険
、
共
済
・
船
員
保
険
も
含
む
）の
被
保
険

者
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
、
生
活
保
護
被
保
護
世
帯

を
除
く
す
べ
て
の
人
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。

　
届
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
税
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納

付
い
た
だ
い
た
り
、社
会
保
険
加
入
時
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
医
療
費
を
返
還
い
た
だ
い
た
り
す
る
な
ど
、
ト
ラ

ブ
ル
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
ま
た
は
脱
退
の
際
は
、
14
日
以
内
に
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す

　

同
じ
世
帯
に
社
会
保
険
の
加
入
者
が
い
る
場
合

や
、
生
活
費
の
大
部
分
を
仕
送
り
に
頼
っ
て
い
る
方

で
、
左
記
の
年
収
以
下
の
場
合
、
被
扶
養
者
と
し
て

認
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
社
会
保
険
の
被
扶

養
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
場
合
、
国
保
税
の
負
担
が

不
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
勤
務
先
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

《
被
扶
養
者
の
年
収
の
目
安
》

①
年
収
１
３
０
万
円
未
満
で
、
扶
養
す
る
人
の
年

収
の
半
分
未
満
で
あ
る
こ
と
。

②
60
歳
以
上
ま
た
は
一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合

は
、
年
収
１
８
０
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

■
無
駄
な
医
療
費
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

　

当
市
の
加
入
者
一
人
あ
た
り
の
医
療
費
は

33
万
５
，７
５
９
円
で
、
県
内
で
第
4
位
と
、
年
々
増

加
し
て
い
ま
す
。
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
進
歩
、
慢

性
疾
患
の
増
加
の
ほ
か
、
頻
回
受
診
や
重
複
受
診
も

大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

《
医
療
費
節
約
の
ポ
イ
ン
ト
》

①
か
か
り
つ
け
医
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。

②
重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

③
救
急
の
時
以
外
は
、診
療
時
間
内
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

④
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

⑤
定
期
的
な
健
康
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

⑥
毎
日
の
健
康
管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

■
高
額
療
養
費
の
申
請
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
既
に
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
な
ど
の
交
付
を
受

け
て
い
る
場
合
で
も
、
院
外
処
方
や
世
帯
合
算
な
ど
、

申
請
に
よ
り
更
に
払
い
戻
し
を
受
け
ら
れ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は「
滋

賀
県
の
国
保
」（
3
月
に
郵
送
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
）

に
て
、
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
保
険
年
金
課
ま
た
は

旧
支
所
の
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
所
得
の
申
告
も
お
忘
れ
な
く

　
所
得
の
申
告
忘
れ
が
あ
る
と
、
本
来
受
け
ら
れ
る

べ
き
国
保
税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
申
告
が
で
き
て
い
な
い
場
合
は
、
税
務
課
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問い合わせ
【
資
格
・
給
付
に
関
す
る
こ
と
】

　
保
険
年
金
課　
国
保
年
金
係

　
☎
６
５‐０
６
８
８
／

６
３‐４
６
１
８

【
税
・
所
得
の
申
告
に
関
す
る
こ
と
】

　
税
務
課　
市
民
税
係

　
☎
６
５‐０
６
７
９
／

６
３‐４
５
７
４

問
い
合
わ
せ

上水道課
☎８６‐８０１３／ ８６‐８３９０
Eメール koka10432000@city.koka.lg.jp

　
中
村
一か

ず
氏う

じ
に
よって
天
正
13
年（
1
5
8
5
）

に
築
城
さ
れ
た
水
口
岡
山
城
は
、
東
海
道
を

抑
え
、
鈴
鹿
峠
を
睨
む
要
衝
に
立
地
し
た
城

郭
で
し
た
。
当
時
、
豊
臣
秀
吉
に
と
って
脅
威

で
あ
っ
た
東
国
の
徳
川
家
康
や
北
条
氏
に
対
す

る
軍
事
的
拠
点
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

　

城
は
、
古
城
山
の
山
頂
部
に
中
枢
部
を
配

置
し
、
東
側
斜
面
を
中
心
に
曲く
る

輪わ

が
展
開
し

て
い
ま
す
。
東
を
意
識
し
た
縄な
わ

張ば

り
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
寛
永
期
に
描
か
れ
た
絵

図
に
は
山
麓
に
御
殿
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
水
口
岡
山
城
が
築
城
さ
れ
た
天
正
13
年
は
、

秀
吉
の
甥
秀
次
が
近
江
に
入
り
、
八
幡
山
城
を

築
城
し
ま
す
。
一
氏
は
、
秀
次
の
家
老
と
し
て

水
口
へ
入
り
ま
し
た
。
同
年
、
堀ほ
り
尾お

吉よ
し
晴は

る
が
佐

和
山
城
主
と
な
り
、
田
中
吉
政
が
八
幡
山
城
へ

入
り
ま
す
。
彼
ら
も
秀
次
の
家
老
で
し
た
。

　
ま
た
、
八
幡
山
城
と
佐
和
山
城
も
水
口
岡

山
城
と
同
様
に
街
道
を
抑
え
る
立
地
に
あ
り

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
両
城
と
も
山
麓
に
居
館

を
つ
く
り
、
山
上
に
城
郭
の
中
枢
部
を
築
い
て

い
ま
す
。
城
の
構
造
面
に
お
い
て
も
水
口
岡
山

城
と
の
共
通
点
が
多
い
の
で
す
。

　
同
時
期
に
営
ま
れ
た
こ
れ
ら
三
つ
の
城
の
共

通
性
は
、
豊
臣
政
権
の
後
継
者
と
さ
れ
た
秀

次
を
中
心
と
し
た
領
国
支
配
の
様
子
を
う
か

が
わ
せ
る
と
と
も
に
、
東
国
へ
の
進
出
拠
点
と

し
て
近
江
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　
豊
臣
政
権
に
と
って
重
要
な
近
江
と
そ
の
山

城
の
様
相
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ

る
歴
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

問い合わせ

歴
史
文
化
財
課

☎
８
６‐８
０
２
６
／

８
６‐８
２
１
６

甲
賀
の
文
化
財

水
口
岡
山
城
の
築
城
と
近
江

▲本丸から八幡山城を望む

河川への油類流出の情報提供にご協力ください
　最近、年に数回程度、河川への油類などの流出事故が発生しています。
上水道の水源地である河川に油類が流入すると、浄水処理に影響が出てし
まうことがあります。
　市や県では、安定して安全な水道水を皆さんに届けるため、油類流出を
早期に発見し対応できるよう努めています。市民の皆さんが「油のような
ものが川の水面に浮いている」「油の
ような臭いがする」などの異変にお気
づきの場合には、右記まで情報提供を
お願いします。

問
い
合
わ
せ

上水道課
☎８６‐８０１６／ ８６‐８３９０
滋賀県企業庁水口浄水場
☎６２‐９４４５／ ６３‐０２６６

甲
賀
市
市
制
施
行
10
周
年
記
念

あ
い
こ
う
か
岡
山
城
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

城
郭
歴
史
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
水
口
岡
山
城
と
豊
臣
政
権・近
江
の
山
城
」

　
日
時
： 

11
月
16
日（
日
）13
時
30
分
か
ら

（
13
時
開
場
）　
※
入
場
無
料

　
場
所
：
碧
水
ホ
ー
ル

関
連
企
画

　
発
掘
さ
れ
た
水
口
岡
山
城
跡
2
0
1
4

　
水
口
歴
史
民
俗
資
料
館
に
て
開
催
中

8平成 26 年 11 月 1 日9 平成 26 年 11 月 1 日


